
阿賀町が発注する建設工事における中間前払金制度の導入について 

 町では、建設工事における円滑な資金運用等を目的として、中間前払金制度を導入しました。 

 この制度の概要にあっては、下記のようになりますので、適切に活用してください。 

記 

１．対象となる工事  受注金額の総額が５００万円以上の工事 

２．請求条件   

 １） 既に前払金を受領していること。 

 ２） 工期の２分の１を経過していること。 

 ３） 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている 

当該工事に係る作業が行われていること。 

 ４） 既に行なわれた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以 

上の額に相当するものであること。 

３．部分払制度との併用の不可 

 落札者（契約者）は、中間払いの方法について、「中間前金払」又は「部分払」のいずれかを契

約締結時に選択していただきます。 

 この内容については、契約締結後の変更はできないものとするので留意してください。 

４．中間前払金請求までの手続について 

中間前払金の請求にあっては、次の表を参照してください。

中間前払金の請求までの流れ

・中間前払金認定請求書（様式第１号）

・工事履行状況報告書（様式第２号）

・進捗状況を表示した工程表（任意様式）

・中間前払金認定（非認定）通知書により

　審査の結果を通知します。

・請求書

・中間前払金保証証書

（②審査・認定）

 ③保証事業会社※と
   中間前払金保証契約の締結

 ④中間前払金の請求

※「保証事業会社」とは、公共工事の前払金

保証事業に関する法律第２条第４項に規定さ

れた保証事業会社をいいます。

 ①中間前払金「認定」の請求

 様式については、別に掲載する各様式を参照してください。

 その他、不明な点等がありましたら、阿賀町役場総務課行政係（電話：0254-92-3113）までお問
い合わせくださいますようお願いします。


